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要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成推進について

平成2９年11月2７日

第２回 山形県二級河川大規模氾濫時の減災対策協議会
鶴岡市、酒田市、遊佐町、山形県、山形地方気象台



「⽔防法等の⼀部を改正する法律」の施⾏により、要配慮者利⽤施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及

び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。

ポイント！
浸⽔想定区域や⼟砂災害警戒区域内の要配慮者利⽤施設※の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施

が義務となりました。頻度
※市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。
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要配慮者利用施設に係る水防法等の改正概要

※H29.6.19付け国水政12号の施行通知に記載されている例示施設



避難確保計画作成の手引き（抜粋）
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要配慮者利用施設に係る避難確保計画の作成推進
「避難確保計画」とは、⽔害や⼟砂災害が発⽣するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確
保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
① 防災体制 ② 避難誘導 ③ 施設の整備 ④ 防災教育及び訓練の実施 ⑤ ⾃衛⽔防組織の業務（※⽔防法に
基づき⾃衛⽔防組織を置く場合） ⑥ そのほか利⽤者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
に関する事項
○施設管理者等に避難確保計画の重要性を認識してもらうため、市町村は、要配慮者利⽤施設を新たに市町村地

域防災計画に位置付ける際等には、施設管理者等に対して、水害や土砂災害の危険性を説明するなど、防災意
識の向上を図ることが望まれます。

※現在、市町村地域防災計画に洪⽔浸⽔想定区域内の全ての要配慮者利⽤施設が掲載されているわけではありま
せん。今後、市町村地域防災計画に掲載する施設の種別等について幹事会で議論していくこととしています。

※市町村は、市町村地域防災計画に、洪⽔浸⽔想定区域内に利⽤者の洪⽔時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図
る必要があると認められる要配慮者利⽤施設がある場合は、これらの施設の名称及び所在地を定める必要があ
る。（⽔防法第15条第1項第4号ハ）
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要配慮者利用施設に係る避難確保計画の確認
施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村⻑へ報告する必要があり
ます。
施設管理者等から避難確保計画の報告があったときは、厚⽣労働省・国⼟交通省作成の点検マニュアル等を参考
に、市町村等の関係部局が連携して内容を確認し、必要に応じて助⾔等を⾏います。
※県では、県関係各課による調整会議を12⽉に開催し、問い合わせ窓⼝の設置等を⾏う予定。

点検体制（避難計画点検マニュアル 抜粋）
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要配慮者利用施設の避難訓練の実施
施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施する必要があります。
要配慮者利⽤施設における避難訓練の実施について、都道府県及び市町村の関係部局が連携して積極的に⽀援を
⾏うことが重要です。
ハザードマップを活⽤するなどして、⽔害や⼟砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸⽔想定区
域や⼟砂災害警戒区域の実情に応じた避難訓練が実施されることが重要であり、都道府県及び市町村は、このよ
うな避難訓練が実施されるよう促進することが望まれます。
※県では、既に⼟砂災害警戒区域内の施設において実施している避難訓練の⽀援を参考に、洪⽔浸⽔想定区域内
の要配慮者利⽤施設の避難訓練への⽀援策の検討を⾏います。



要配慮者利⽤施設における避難に関する計画作成の事例集（⽔害・⼟砂）
内閣府ＨＰより

岩⼿県久慈市の事例
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要配慮者利⽤施設における避難確保計画作成の⼿引き別冊（作成⽀援編・様式編）
国⼟交通省ＨＰより
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